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研究成果の概要（和文）： 

CSA は、生産者にとっては農場経営の一選択肢であり、消費者にとっては共同購入の一形態
であるが、従来の共同購入の目的であった購買力の結集によるコスト低減ではなく、地元農産
物を地元で入手するための手段となっている。したがって、期待される機能は生産者と消費者
の近接に基づく信頼関係の構築である。地産地消の実践には、従来の団体間提携ではなく、個
人の生産者と個々の消費者による 1:N 結合、すなわち CSA 方式が有効である。 
 
研究成果の概要（英文）： 

CSA, for producers is one of the farm management methods, for consumers is a form 
of joint purchasing, not cost reduction by combining the purchasing power, but a means 
to get local agricultural products. Thus, the function is expected to build a relationship 
of trust is based on the proximity of producers and consumers. The practice of local 
food movement, rather than the traditional type TEIKEI between the organizations, 
individual consumers and binding by the individual producers, CSA method is valid. 
 
交付決定額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 
2008 年度 1,500,000 450,000 1,950,000 

2009 年度 700,000 210,000 910,000 

2010 年度 700,000 210,000 910,000 

2011 年度 800,000 240,000 1,040,000 

  年度    

総 計 3,700,000 1,110,000 4,810,000 

 
 
研究分野：農学 
科研費の分科・細目：農業経済学・農業経済学 
キーワード：(1)CSA (2) 産消提携(3)有機農業(4)有機農産物(5)コミュニティ(6)地域資源循環(7)
地域連携(8)食の安心 
１．研究開始当初の背景 
１）農業生産過程の安全性と環境貢献機能 
現在の農業は、量的な安定供給を求められ

る段階から、安全な食料の提供のみならず、
地域の健全な環境維持・創造という二重の役
割が求められる段階へとシフトし、各地では
そうした農業を支えるために地産地消運動
をはじめとする産消連携活動が展開される

社会環境を迎えている。 
しかし翻れば、農業にとって、農産物の安

全性を確保することと健全な環境を維持・創
造することは、同一の生産プロセスによって
もたらされるものである。したがって、従来
の農業は安全性を確保した方法で、農産物生
産を行っていた場合は、その役割を果たすた
めのコストで環境貢献という目的をも実現
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することが可能であった。 
一方で、農業の生産プロセスが環境に開放

されていることにより、環境から農産物への
汚染リスクと農業から環境への汚染リスク
が発生するため、農業にこの二つの役割を期
待するには、環境を共有する主体すべてに環
境負荷を減じる行動規範を求めることとな
る。地産地消運動に見られるごとく、生産者
のみならず、消費者の側からも農業生産環境
を健全に維持するためのアプローチが求め
られる所以である。 
２） 食農循環と食の安心の根拠 
本来的に差別化の図りにくい農産物のマ

ーケティングにおいては、地産地消、顔と顔
の見える関係などによって、科学的根拠では
なぐ社会的関係や生産情報から得られる安
心感にその担保を求める方法が取られてい
る。地産地消とは、生産者と消費者が生活環
境を共有し、相互の環境維持行動を担保とす
る信頼関係に基づく経済活動に他ならない。
消費者も、食品の基本属性から言って食の安
全は 100％保証されるものではないことを承
知した上で安心を求めていると言える。した
がって、消費者にとって、その安心の根拠は
科学的なデータによるものではなく、食品提
供者への信頼に他ならない。この食品提供者
とは、生産者でも、流通事業者でも、さらに
は共同購入の仲間でも可能である。 
また、信頼関係のない他者の廃棄物には不

安を感じても、自らが利用した食品廃棄物を
堆肥化して再利用する農業ならば、その信頼
は自らの生活スタイルに担保されることと
なる。このことは、食品循環資源をコミュニ
ティの形成核とする方法の有効性を示唆し
ている。本研究は、以上の問題意識と学術的
背景から、生産者・消費者を農産物・食品資
源の循環システムの形成に向かわせる要件
の探求に至ったものである。 
 
２．研究の目的 

CSA とは、米国の産消連携活動である
Community Supported Agriculture の略称
であり、国民生活白書などにも取り上げられ
るなど総務省や農水省にも注目されている。  
しばしば「地域が支える農業 J として紹介

されているが、日本の有機農業運動における
「産消提携」に近似した関係性に基づく農場
運営の仕組みである(桝潟俊子「アメリカ合衆
国における CSA 運動の展開と意義 J2006、
大山利男解説・訳『のびゆく農業 944 アメリ
カの CSA:地域が支える農業』農政調査委員
会、2003.)。米国では 10,000 を超える CSA
の実践事例が見られ、現在では欧米各地に広
がっているが、その原点となった CSA 農場
のアイデアにはスイスの共同農場の経験が
導入されており、さらにその源流は日本の有
機農業における産消提携にあるという理解

が広がっている。 
運営の特徴は、おもに有機農産物を対象と

し、消費者団体と農場が多種類の農産物詰め
合わせのボックス購入と代金の前払いとい
う契約形態をとることで地域農業を支援す
ることにあるが、留意すべきは、CSA が表す
community が単なる地縁結合ではなく、一定
の理念を共有するメンバーによる、いわばイ
ンテンシブコミュニティとして捉えられる
ことである。この前払いとコミュニティ志向
は日本の産消提携に欠落するものである。 
一方で、消費者の食品廃棄物を堆肥化して

利用することで、それを安全性の担保とし産
消結合の核とする実践が日本の有機農業に
現れつつある。 
本研究は、なお拡大途上にある CSA と衰

退傾向にある産消提携との差異を機能・構造
的に明らかにし、今日の産消提携の困難とそ
の原因を探求する。同時に、地域の資源循環
を維持する仕組みとしての有機農業と、地域
が支える農業経営の育成装置として展開す
る CSA の形成・持続条件を明らかにするこ
とが本研究の目的である。 

CSA と産消提携間の主体・客体条件の差異
については、有機農産物の市場流通体制が整
備された後のスイス・米国で CSAが拡大し、
有機 JAS 制度による有機農産物の市場展開
に並行して産消提携が表退を続けている日
本とではその機能的差異は明らかである。産
消提携の理念・機能が CSA においてどのよ
うに受容されたかを分析することによって、
なお普及途上にあるスイスの CSA と、衰退
傾向を続ける日本の産消提携との主体的も
しくは客体的条件の差異を明らかにするこ
とは、日本の有機農業展開の問題点を明らか
にするだけでなく、地方行政が取り組もうと
している「地域が支持する農業経営の育成」
においても有用な知見となる。国内において
は CSA の特徴である代金前払い方式を従来
から採用している産消提携事例が埼玉県、三
重県、大阪府、兵庫県に見られ、また、近年
に CSA を標榜する農場が神奈川県に展開し
ている。両者の比較による分析が有用である。 
 
３．研究の方法 

CSA による生産者と消費者の連携に関す
る研究一地産地消の次段階的展開― という
テーマは、生産者と消費者の連携活動が、地
産地消という地縁結合に依存する活動から、
廃棄物由来資源の循環というコミュニティ
の成員の相互担保性に依拠する機能的結合
にシフトする段階を展望することを意味し
ている。そのため、本計画を実施するための
分析枠組みとしては、まず CSAと産消提携を
俯瞰できる理論的なモデル構築を行うこと
が必要である。それによって、国内の従来か
らの産消提携の取り組み、および CSAに取り



 

 

組む農場の調査を行い、両者の構造・機能の
比較を行う。 
１）CSA・産消提携の比較差異分析 
産消提携に関する先行研究としては、前掲

波多野豪『有機農業の経済学』が代表的であ
るが、CSA に関しては、紹介のための報告に
とどまり、本格的な研究は緒についたばかり
である。一方で、産消提携に関する全国調査
は国民生活センター編『多様化する有機農産
物の流通』学陽書房、1992以降行われておら
ず、衰退傾向の中で活動を持続する産消提携
の実態は明らかにされていない。両者の比較
によって、構造・機能的差異を明らかにする。 
２）CSA 概念の拡張と有効性 
日本システム開発所・三重県『地域が支持

する農林水産経営育成事業報告書』などにお
ける、農業・農村の多面的価値を共通のゴ}
ルにおいた新たな産消連携モデルとしての
CSA 手法の活用や、『2006食料白書「地産地
消」の現状と展望』に見られる地域コミュニ
ティの維持機能との適合性評価といった
CSA 概念の拡張領域でのコミュニティと農
業との接合性を、玉野井芳郎『地域分権の思
想』にまで立ち返って検討する。 
３）CSA の地域的展開の方向性 
主体要件からだけでなく、地域での存続可

能性という視点から適正規模を検討し、小規
模分散システムとしての CSA 展開の方向性
を考察する。 
 
４．研究成果 
１）米国 CSA とその源流の探索 
 米国の 1999 CSA サーベイおよび筆者の現
地調査によれば、CSA の農場と消費者は、1
もしくは 2・3 の農場が消費者とともに一つ
の組織を形成することで結びついており（1
農場：n 消費者ではなく、1 農場+n 消費者＝
1CSA）、平均的には 10～20ha 規模の農場が
150世帯程度の消費者に冬季を除く 8か月間、
代金前払いで主に有機農産物の詰め合わせ
ボックスを定期的に供給している。ボックス
の単価は 20～30ドルであり、一つの CSA 農
場が近隣の農場と連携して農産物を供給す
る方式をハイパーCSA（m+n=1 CSA）と自
称する農家も存在する。 
消費者は、ドロッピングポイントと呼ばれ

る集配場所に出向き、そこで生産者や消費者
仲間との交流しながら自ら農産物の分配な
どを行う。時には農場に出向き、農作業や箱
詰めなどの労働提供を行うこともある。産消
が近接する西海岸と 100マイル以上離れる東
海岸では、ローカルフードの意味がかなり異
なり、消費者による労働提供の意味も、実用
的な場合と産消の交流や食育が目的とされ
る場合など、事例によって幅があり、東海岸
の CSAが産消の交流を重視している傾向が見
られ、西海岸では、消費者の顔を見て販売で

きるファーマーズマーケットの方が CSAより
も互いの関係を保てるのでよいという生産
者側の意見も聞かれる。 
米国における CSA は、1986 年にテンプル

ウィルトンファーム、インディアンラインフ
ァームという北東部の２つの農場による取
り組みから始まり、前者はドイツのバイオダ
イナミック農場、後者はスイスの産消協同組
合農場の影響の下に設立されている。一方で、
日本国内の有機農業運動においては、70 年代
から有機農業生産者と消費者を直接に結び
つける方法として「産消提携」が実践されて
おり、CSA の広がりとともに「TEIKEI」とし
て欧米の有機農業関係者に広く認知されて
いる。 
テンプルウィルトンファームは、ドイツの

ブッシュベルク農場（Buschberghof）の経験
者である T.グローによって設立された。ドイ
ツで LWG と呼ばれる農業共同体はこの原型
であり、現在ブッシュベルクを含め 7農場が
存続しているが、ほとんどが自給自足の農業
共同体を基礎として CSA のコンセプトを取
り入れたものである。この 7 農場間にネット
ワーク関係は見られず、CSA の成立に関与す
るコーディネート組織も見られない。また、
欧州の主要国の同様の活動団体が参加する
国際ネットワークであるUrgenciにも参加し
ていない。ドイツにはシュタイナー思想を背
景として活動するキャンプヒルなど、組織的
ではあるがそれぞれ独自に運営されている
農場形態が多く存在することもその一因と
考えられる。 
インディアンラインファームは創始者で

あるロビン・ヴァン・エンが、スイスの EVG
（生産者消費者共同体)の経験者 V.トゥイン
とともに CSA のアイデアを創案している。
スイスのフランス語圏では 70 年代から 3 つ
の EVG 農場が存続していたが、その一つで
あり 78 年から活動を持続している Les 
Jardins de Cocagne（ジャルダンコカーニュ）
をモデルに、農民組合ユニテールが中心とな
って 2003 年から ACP（産消近接契約農業）
という呼称で CSA 活動が展開されている。
ユニテールでは、この活況は米国の CSA の
影響を受けてフランスで活発になっている
AMAPS（地域小規模農業支援活動）から逆
輸入的な影響によるものと説明しているが、
フランス南部のAMAPSはジャルダンコカー
ニュの実践に学んでおり、このジャルダンコ
カーニュの先駆的な取り組みとユニテール
のコーディネート機能の発揮は、産消提携と
の比較において注目される。 
 

２）スイスの CSA（ACP）の現段階 
 スイスでは‘70末から生産者と消費者の共
同出資による協同組合組織による農場が見
られ、代金前払いで収穫物を分け合う方法を



 

 

採用していた。前述のインディアンラインフ
ァ ー ム に 影 響 を 与 え た チ ュ ー リ ヒ の
Topinamburの活動は現在確認できないが、ジ
ュネーブのジャルダンコカーニュ（前述、
1978～）は、専従者数 2人で 400世帯の消費
者に農産物を提供しており、仏語圏スイスで
の CSA のリーダーとなっている。バーゼル
の AgricoBirsmattehof（アグリコ農場、1980
～）では、11 人のスタッフが 700人の消費者
に農産物を提供している。かつて、二度の経
営危機を消費者からの追加投資で克服した
経緯があり、財務諸表を HP で公開するなど
現在は経営第一の傾向も見られる。ジュラ州
では Clef de Champs（クレドゥシャン、1982
～ ）が、専従者 1 人と消費者 120 人の産消
協同農場として活動を継続しており、以上の
3農場がオールドスタイルのCSAとしてスイ
スでの取り組みの先駆的存在となっている。 
運営の特徴としては、ジャルダンコカーニ

ュでは、参加者の支払額が一物一価でなく、、
11 クラスの所得階層が設定されており、それ
に応じて標準サイズの野菜ボックス価格が、
1230chf(スイスフラン)から 25chf 刻みで
1430chf まで設定されている。所得階層は、
年収 18000chf(スイスフラン)以下のクラス
から 800chf ごとにクラスアップし、最高で
66000chf 以上の所得クラスが設けられてお
り、さらに、クラス A（特別事由の控除対象
者）：1230chf、クラス 0（所得申告なし）： 
1370chf、クラス 1（維持会員）0：1550chf
の設定がある。小サイズの場合は 900から 20
刻みで 1060 まで、クラス A（特別事由の控除
対象者）：900、クラス 0： 1010、クラス 10：
1250（維持会員）という詳細な設定となって
いる。 
400世帯の参加者のうち、11%はクラス 0を

選択しているが、所得格差は 3.7倍で支払価
額差は 1.2 倍である。9 割の会員が平均所得
以下の階層にあり、ジュネーブという地域を
考慮しても、高所得者のみが取り組む活動で
あるとは言えない。また、4 回の分割払い可
能である一方で、年 3回半日の労働提供が求
められる。クレドゥシャンでは 1シーズンあ
たり 15hの労働提供義務とその出不足払いも
課している。 
 

３）日本の産消提携とその展開過程 
日本では、有機農業運動の嚆矢を食品公害

への危機意識や農業の化学化への批判など
を背景とした日本有機農業研究会の成立
（1971）に求めることが一般的である。しか
し、戦前からの食養生の系譜やヒッピーカル
チャーの影響を受けたコミューンの建設、宗
教的理念を背景とする独自の活動が、間接的
にかつ相互に影響を受けながら、有機農業の
流れを形成してきたと捉えることが妥当で
あろう。 

一般の市場流通に乗ることが難しい有機
農産物は、主に自然食品店と産消提携のルー
トで消費者に届けられてきた。食養生の系譜
から生まれた自然食品店の多くは農産物だ
けでなく、マクロビオティックなどの加工品
を扱い、ヒッピーカルチャーの影響を受けた
自然食品店からは、現在の「ビオマーケット」
につながる流通事業体が生まれ、各地に残る
四葉牛乳の共同購入会はそれぞれ独自に有
機農産物の流通事業体として展開している。 
生産者と消費者が直接に結びつき、後に産

消提携と呼ばれるようになる方法は、70 年代
初頭から活動が始まり、試行錯誤を経て、78
年に日本有機農業研究会によって提携の 10
原則として示される実践理念が確立し、当初、
都市部で展開していた活動が、80 年代中頃か
ら全国の地域に広がることとなる。 
この時期を対象とする国民生活センター

のアンケート調査では全国で 750事例からの
回答を得ているが、内訳は産消提携活動が
250 事例、いわゆる生協産直に類した活動が
500 事例と分類できる。回答事例として挙げ
られていない有力な事例も残されているこ
とから、当時の産消提携の実践は 300事例前
後であろうと推測される。 
その後、1992 年の有機農産物表示ガイドラ

インを経て、2000 年の JAS 法改正によって
有機農産物に法的定義が与えられ同時に認
証制度が策定されたことで、流通の多様化と
コンベンショナル化が始まり、産消提携は取
り組み事例数およびその参加者数の減少局
面を迎えている。 
しかし、数百名を超える参加規模の団体で

の活動の停滞は著しいものの、1 農家が数十
世帯の消費者に対応する小規模の提携は、販
路の獲得の難しい新規就農者にとって有用
な方法として現在でも各地で展開している。
ただし、その実践内容は、提携の 10 原則を
踏まえながらも環境変化に応じて変容した
ものとなっており、かえって、欧米の CSAの
方が提携原則に近いものとなっている。 
 
４）国内の有機農産物流通の実態 
 流通チャネルの多様化によって、現在、消
費者が有機農産物を入手するには、下記の方
法を選択することが可能である。 
①提携型：セット野菜で生産者と消費者を結
ぶ（山形県高畠町、埼玉県小川町、千葉県三
芳村、兵庫県市島町、岡山県、熊本県等） 
②産直型：流通団体経由で産地から直接購入
（大地を守る会、らでぃっしゅぼーや、パル
システム、生活クラブ、OISIX等） 
③店売型：店舗で随時購入（自然食品店→専
門卸（ビオマーケット等）の成長、オーガニ
ック専門量販店（旬楽膳、等） 

上記の①では、当初から有機農業運動のリ
ーダー的存在であった提携事例が活動を継



 

 

続している。800 世帯の規模を維持している
事例も見られるが、最大時の 1800 世帯から
150 世帯に減少している事例も見られる。ま
た、当初の数世帯分を一か所に配送する共同
購入は減少し、個別配送に移行していること
が多い。②では、生協や大規模の流通事業体
が産地にアプローチすることで成立してお
り、提携型と同様のセット野菜ボックスの内
容は、特定の生産者のものだけでなく、全国
の産品が同梱されている。③では、生産者が
地元の枠を外れ、全国的な組織化を展開し大
規模のロットに対応しようとしている。 
これから有機農業を支えていくのが以上

のどのタイプとなるのかについては、一見、
消費者の利便性の面から店売型の可能性が
高いが、オーガニック専門量販店の拡大は進
まず、専門卸の取扱量も伸び悩んでいる現状
にある。食品の安全性を考慮する消費者は、
③ではなく①もしくは②を選択し、中でも有
機農産物を意識的に購入する購入する場合
は、①を利用している実態が推測される。 
本研究での調査によれば、①の提携に参加

する農家の経営面積はおおむね、0.5～1ha。
1農家による提携の場合は消費者数 40世帯前
後、野菜の単価は一箱あたり 1500～3000円。
②に参加する消費者は、生協の場合は個別注
文で、大地、ラディッシュなどの専門事業体
の場合は、2000～3500円のセット野菜で購入
している。③の店舗で有機野菜を購入する場
合、慣行との格差は 1.5～2倍になっている。 
 
５）産消提携の変容と日本型 CSAの実態 

国内でも早期にかつ、同一県内での産消提
携が多様に成立している兵庫県を事例に取
ると、当初の産消提携は、生産者と消費者そ
れぞれが団体を形成し、その両者が結びつく
形で成立しており、「安全な食品を求める会」
をはじめ、「安全な食品を育てる会」「安全な
食品を広げる会」など、消費者が生産者にア
プローチすることによって生産者団体が形
成され、それに対応する形で消費者も団体を
形成していた（1生産者団体：1消費者団体）。  

過渡期には、消費者団体が形成され、複数
の地域の異なる生産者と結びつくことで、生
産者団体は形成されない（未組織 n 生産者：
1 消費者団体）ままの「姫路有機野菜の会」
などの事例も見られた。 
現在では、生産者だけでなく消費者も後継

者確保が難しく、消費者団体の参加者の減少
に応じて、生産者は、個別に多様な販路を求
め始めている。また、消費者が組織による共
同購入という形態を忌避するため、生産者が
複数の消費者と結びつく場合であっても、消
費者は個別の顧客であり団体を形成してい
ない事例や、生産者も組織化されず複数農家
の連携にとどまる事例も見られるようにな
っている（1：n もしくは m：n）。 

 三重県で、新規就農者と公害反対運動に取
り組む市民団体が結びついたことを契機に
1978 年から継続している菜遊ファームを事
例に取ると、当初から月々の支払額を固定し
てセット野菜を供給していた。これは産消提
携の初期から試みられているお礼方式と呼
ばれる形態であり、営農計画もあくまで生産
者側が主体であるが、代金前払い、セット野
菜、生産者による配達という外見上は CSA
に似た方式が、産消提携の一類型として以前
から存在していたと言える。 
菜遊ファームの場合、支払時期が消費者に

よって徐々に異なっていき、現在では、前払
い、後払いが併存している。消費者の側では、
当初の市民団体は解消し、90 年頃には学習会
や縁農もなくなり、6 農家と個々に購入する
（共同購入ではなく）100 世帯の消費者が結
びつく形に変化していった。生産者の側では
営農スタイルに対する考えの違いが増幅し、
2000年には、菜遊ファーム＋グループ菜々＝
（産 4：消 60）+（2：40）に二分裂し、後者
は縁農を復活させ、さらには、レストランや
直売所などの提携外の販路も獲得している。
つまり、生産者、消費者ともに組織性が薄ま
り、両者の一体性も低くなっている。 
 一方、CSA 概念の普及とともに、近年では
北海道で’96年から継続している「メノビレ
ッジ長沼」（１：80）、神奈川県で’06 年から
取り組まれている「なないろ畑農場」（1：80）
などの活動が知られるようになり、意識の希
薄化した消費者に対して、生産者が様々なコ
ミュニティ維持のアプローチを工夫してい
る実態が見られる。前者はカナダでの CSA
活動の経験者が農家として主導し、後者は、
公園の落ち葉の堆肥化や地域通貨活動に取
り組んできた新規就農者が独自に形成し、後
に CSA 概念との一致を知ったものである。 

提携の 10 原則を基準として、産消提携の
当初の形態と現在の変容、CSA の原点として
のスイス ACP と日本での現在の CSA を比較
すると、産消提携よりも CSA の方が提携原
則に沿った運営方法が採られていることが
確認できる。また、活動の理念として生産者
を支えることだけでなく、生産プロセスにお
ける公正性の確保と消費者の参画を維持す
るための工夫も CSA の特徴である。 

CSA は、生産者にとっては、農場経営の一
選択肢であり、流通方法の一手段としてファ
ーマーズマーケットとの補完的関係にある。
消費者にとっては、共同購入の一形態である
が、購買力の結集によるコスト低減ではなく、
市場で取り扱われないものの需要ロットを
確保するための手段である。現在の日本にお
いては、生産者の組織化が難しいため、今後
は、従来の団体間の産消提携ではなく、1:N
結合、すなわち CSA 方式が有効であろう。 
理念的には地産地消が先取りして謳われ



 

 

ていた産消提携が、同一県内で成立する事例
は少数であり、CSA に見られるようなコミュ
ニティ志向よりも安心安全志向が勝ってい
たことは否めない。産消提携の実践に欠けて
いた要素を備えた新たな形態として CSA を
捉えることが必要である。 
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